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　ここ５年間で食品特許について大きな変化がありました。
それは、食品について用途特許が認められたことです。
つまり、これまで知られていた物質でも、それまでに発見され
ていなかった機能や用途に新規性、有用性があれば特許として認められるようになりました。
　昨今の「食品機能性」は健康ブームに乗って大きく光りが当てられています。こうした状
況で、新機能、新用途の食品を特許化することは、食品会社にとっても同業他社との競争
に勝ち抜いていく重要な課題となってきます。工業製品と違い、なかなか判断が難しいところ
もありますが、著者はその特許戦略について具体例を引きながら、分かり易く解説しています。
　食品会社の知財・法務関連の担当者、技術者必携の書です。

●食品特許は企業をのばす
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第1 章　食品業界の現状および 食品特許の特性
【目次】

1.1　食品は一過性のブームになりやすく，マネされやすい　　
1.2　食品は特許で活きる
1.3　食品特許のメリット・デメリット

第2 章　食品特許と営業利益との関係 
2.1　特許庁が実施する知的財産活動調査
2.2　食品特許は営業利益高に大きく影響する
2.3　特許の食品に対する親和性
2.4　特許が企業価値に与える影響
2.5　日本の市場と海外の市場
2.6　利益につながる外国特許のインパクト
2.7　競合他社は外国出願している

第3 章　食品特許の手がかり
3.1　価値ある特許とは
3.2　課題なくして発明なし
3.3　侵害対策・特許審査対策としての課題の具体化
3.4　発明のつくり方の原理
3.5　発明のつくり方の手順
　3.5.1　第 1 段階：資料集め
　3.5.2　第 2 段階：資料の咀嚼
　3.5.3　第 3 段階：データからの解放
　3.5.4　第 4 段階：アイデアの誕生
　3.5.5　第 5 段階：アイデアのチェック
3.6　組織的な発明の創出
　3.6.1　知的財産経営のジレンマ
　3.6.2　事業目的とリンクした発明発掘
　3.6.3　会社の「あるべき姿」の明確化（Phase I）
　3.6.4　会社の「現在の姿」の明確化（Phase II）
3.7　知的財産担当者のあるべき姿
　3.7.1　知的財産担当者に欠かせない素養：「積極的な行動」　　
　3.7.2　発明を正確に把握するための3 つのスキル
　3.7.3　情報を引き出すスキル
　3.7.4　長文作成力は必要か？
　3.7.5　経験に基づく知識の吸収
　3.7.6　知的財産権の知識
　3.7.7　知的財産担当者のバリエーション

第4 章　食品特許を取得する方法 
4.1　食品特許を取得するための基礎知識
　4.1.1　特許出願に必要なもの
　4.1.2　願書（特許願）
　4.1.3　特許請求の範囲
　4.1.4　明細書
　4.1.5　図　面
　4.1.6　要約書
　4.1.7　その他の書面
　4.1.8　明細書と研究報告書との比較
4.2　発明の裏付け
　4.2.1　発明を裏付ける記載
　4.2.2　実施可能要件
　4.2.3　実施可能要件を充足する実施例
　4.2.4　実施例の作成主体・記載内容
　4.2.5　実施例の充実の程度
　4.2.6　効果的な実施例
　4.2.7　比較例は慎重に
　4.2.8　実施例の記載の留意点
　4.3　発明の特許要件
　4.3.1　6 つの特許要件
　4.3.2　特許要件の概要

4.4　新　規　性
　4.4.1　新規性の概要
　4.4.2　公然知られた発明
　4.4.3　公然実施をされた発明
　4.4.4　頒布された刊行物
　4.4.5　刊行物に記載された発明
　4.4.6　電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった
　　　　  発明　　
　4.4.7　引用発明の適格性
　4.4.8　上位概念と下位概念
4.5　進　歩　性
　4.5.1　進歩性の概要
　4.5.2　当業者
　4.5.3　本願発明および引用発明の認定
　4.5.4　引用発明の選択
　4.5.5　進歩性が否定される方向に働く要素
　4.5.6　本願発明の有利な効果
　4.5.7　阻害要因
　4.5.8　進歩性の判断における留意事項
4.6　パテントマップのつくり方・使い方
　4.6.1　パテントマップとは
　　4.6.2　パテントマップをつくる前に
4.6.3　パテントマップのつくり方
　4.6.4　パテントマップの作成例
　4.6.5　パテントマップの使い方

第5 章　食品特許の利活用のためのTips
5.1　食品発明の種類
5.2　プロダクト・バイ・プロセスクレーム
　5.2.1　プロダクト・バイ・プロセスクレームとは
　5.2.2　PBP クレームと非PBP との境界
　5.2.3　不可能・非実際的事情
　5.2.4　最高裁判決の実務への影響
5.3　機能性食品と食品の用途特許
5.4　製法特許の有効性
5.5　官能評価に基づく実施例
　5.5.1　事例 1
　5.5.2　事例 2
　5.5.3　事例 3
　5.5.4　事例 4
　5.5.5　事例 5

第6 章　食品特許の具体的な活用事例・係争
6.1　食品特許の活用事例
　6.1.1　食品特許に基づく市場参入
　6.1.2　中小企業の食品特許活用事例
6.2　食品特許の代表裁判例（1）：切餅事件
　6.2.1　特許権の効力および特許請求の範囲の解釈
　6.2.2　切餅事件における裁判所の判断
　6.2.3　第一審による構成要件B の解釈
　6.2.4　第二審による構成要件B の解釈
　6.2.5　第一審および第二審における出願経過の参酌
　6.2.6　第一審と第二審の相違点
　6.2.7　証拠能力
　6.2.8　損害額の認定
　6.2.9　時機に後れた攻撃防御方法
　6.2.10　特許実務へのフィードバック
6.3　食品特許の代表裁判例（2）：ドリップバッグ事件
　6.3.1　事件の概要
　6.3.2　原告特許発明および被告製品の概要
　6.3.3　原告特許発明と被告製品との相違点
　6.3.4　原告および被告の主張
　6.3.5　第一審裁判所の判断
　6.3.6　第二審裁判所の判断
　6.3.7　特許実務へのフィードバック

巻末付録1　用語・説明
巻末付録2　特許出願から特許登録までの流れ
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